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許認可等名称 大規模開発行為の事前協議

法 令 等 名 称 新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱

目 的 等

　  「国土利用計画法（以下「国土法」という。）の規定による土地取引の許可または事前届出が必要な地域（規
制区域、注視区域及び監視区域）において大規模な土地取得をする場合」又は「大規模な開発行為を行う場
合」における事前協議制度を設けている。
   本要綱は、国土法の適正かつ迅速な運用を図ること及び開発行為を適正に誘導し県土の秩序ある利用と保
全を図ることを目的としている。

対 象 地 域 県内全域　※現在、県内に「国土法の規定による土地取引の許可または事前届出が必要な地域」はない。

【協議種別】
１　開発行為の事前協議（要綱第6条）
　　以下の要件に定める一定面積以上の一団の土地の開発行為をしようとする場合に、個別規制法の許認
 可手続等と並行して、開発実施計画について知事に協議しなければならない。

　

   注１：開発区域の面積には、森林法の林地開発許可における残置森林を含む。
   注２：開発行為事前協議が不要な場合（要綱第７条）
　　　　①　国又は地方公共団体が行う大規模開発行為
　　　　②　国又は県の出資する法人が行う大規模開発行為
　　　　③　市町村土地開発公社が行う大規模開発行為
　　　　④　都市計画法に基づく市街化区域内で行う大規模開発行為
　　　　⑤　土地区画整理法に基づく土地区画整理事業として行う大規模開発行為
　　　　⑥　農林漁業の振興を図るため、国の補助金等を受けて行う大規模開発行為
　　　　⑦　国有林野内で行う大規模開発行為
　　　　⑧　電気事業法に基づき一般送配電事業又は送電事業の用に供する電気工作物を設置するために行
               う大規模開発行為
　　　　⑨　ガス事業法に基づきガス工作物を設置するため行う大規模開発行為
　　　　⑩　その他特に公益上必要と知事が認める大規模開発行為

２　開発行為の変更協議（要綱第9条）
　　 １の開発行為の事前協議が整った後、協議内容に重大な変更を加える場合に知事に協議しなければ
　ならない。具体的な運用基準 は以下のとおりである。
  (1)　開発区域の位置及び面積を拡大する場合（縮小する場合は、開発計画に重大な影響を及ぼさない
      限り不要）
　(2)　開発行為の目的を変更する場合
　(3)　防災施設、公害防止施設等の開発計画の基本的事項を変更する場合

　注：開発行為の設計内容の変更については、個別規制法令の手続に委ねる。
　　　（軽微な変更のみ）

３　土地取得前における開発行為の事前協議（要綱第13条の2）
　　大規模開発行為を目的とするものであることを前提として、下記のいずれかに該当する一団の土地を
 取得する場合に、その土地取得契約締結前に開発行為の基本的な計画について知事に協議しなければ
 ならない。

 (1)　都市計画法の市街化区域以外の土地で次の要件に該当するもの
　　　①　5ha以上の土地
　　　②　4haを超える農地法上の農地又は採草放牧地を含む土地
　　　③　農業振興地域の農用地区域を1ha以上含む土地
　　　④　森林法により指定された保安林を含む土地
       ⑤  自然公園法により指定された特別地域を含む土地(国定公園内の特別地域を除く)
 (2)  文化財保護法の規定により指定された史跡名勝天然記念物を含む土地

　注：土地取得前における開発行為の事前協議を必要としない場合
　　①　都市計画区域にあっては面積が0.5ha未満の場合
　　②　都市計画区域以外にあっては面積が１ha未満の場合
　　③　土地取得事前協議（要綱第４条第１項）を行う場合
　　④　土地取得に係る契約締結前に、開発行為の事前協議（要綱第６条第１項）又は開発行為の変更協議
　　　（要綱第９条第１項）を行う場合
　　⑤　開発行為が適用除外（要綱第７条）に該当する場合

規 制 行 為
及 び 基 準
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権 限 知事

【手続の種類】要綱に基づく事前協議

【標準処理日数】 定めなし

留 意 事 項

備 考

【開発行為】
　　土地の区画形質の変更をいう。但し、以下に掲げるものを除く。
　　①　非常災害のため必要な応急措置として行う行為
　　②　通常の管理行為

手 続

協議書
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